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研究要旨 

福岡大学医学部法医学教室で実施した法医解剖例における新型コロナウイルス抗

原検査陽性症例を対象として、諸臓器の病変、死因等を検討し、感染症例の病態を

明らかにすることを目的とした。研究期間内に抗原検査陽性症例は認められなかっ

たことから、感染者の病態変化を解明することは出来なかった。 

今回の研究では、死後経過時間を４８時間以内としたが、死後経過時間が４８時

間を超えた症例の中に抗原検査陽性症例が含まれていた可能性が考えられる。しか

し、死後４８時間以上経過した場合の抗原検査の精度、解剖・病理等検査から得ら

れる所見を考えると、病態を明らかにすることは困難と考えられた。 
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Ａ．研究目的 

法医解剖症例のうち、新型コロナウイル

ス抗原検査陽性例と新型コロナウイルスワ

クチン接種後症例について、死因、諸臓器

の病変を明らかにすることを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

1) 福岡大学医学部法医学教室において実施

した法医解剖症例のうち、死後経過時間が 

４８時間以内の症例について、新型コロナ

ウイルス抗原検査を実施する。 

2) 抗原検査陽性事例について、解剖所見、

法医病理学的所見、薬毒物検査および死因

を検討し、新型コロナウイルス感染症によ

る臓器、組織障害について検討する。 

3) 新型コロナウイルスワクチン接種後４ 

８時間以内に死亡した症例は、研究期間内

になかった。 

 

Ｃ．研究結果 
1) 対照症例：研究期間における法医解剖数
は、２１９症例であった。このうち死後経
過時間４８時間以内で、焼死体等で新型コ
ロナウイルス抗原検査が実施できない症例
を除いた６８症例について、新型コロナウ
イルス抗原検査を実施した。 
2) ６８症例中、判定不能であった１例を除 
く６７例において抗原検査は陰性であった。
従って、新型コロナウイルス感染による諸 

 

臓器の病変等を明らかにすることは出来な

かった。 

 

Ｄ．考察 

新型コロナウイルス感染者数は、NHKの

集計によると以下の様に変化している。 

本研究期間（2021年8月〜2023年3月）では、

第４波（2021年9月）、第５波（2022年2月）、

第６波（2022年11月）、第７波（2023年1月）

と４回の感染拡大期を認めた。 
 

しかし、研究期間における法医解剖２１ 
９症例のうち死後経過時間４８時間以内で、
焼死体等で新型コロナウイルス抗原検査が 
実施できない症例を除いた６８症例につい 
て、新型コロナウイルス抗原検査を実施し 
た。判定不能であった１例を除く６７例に 
おいて抗原検査は陰性であった。 
法医解剖例は、警察取扱死体のうち犯罪

死や死因が不明の場合に実施されるが、感
染者が犯罪死・事故死した症例がなかった、
また死因不明の症例のなかに感染者がいな 
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かったものと考えられる。 
今回の研究では、死後経過時間を４８時

間以内としたが、死後経過時間が４８時間
を超えた症例の中に抗原検査陽性症例が含
まれていた可能性が考えられる。しかし、
死後４８時間以上経過した場合の抗原検査
の精度、解剖・病理等検査から得られる所
見を考えると、病態を明らかにすることは
困難と考えられた。 

新型コロナウイルスワクチン接種後の死
亡例がなかったことから、研究を実施でき
なかった。 

 
Ｅ．結論 

新型コロナウイルス感染者がいなかった
ことから、感染による諸臓器の病変、死因
に及ぼす影響について検討することは出来
なかった。 

新型コロナウイルスワクチン接種後４８
時間以内の死亡例は、研究期間内に認めな
かった。 

 
Ｆ．健康危険情報

該当なし。 

 

Ｇ．研究発表 

1.  論文発表

該当なし 

2.  学会発表

該当なし 

3.  関連した実務活動

該当なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む） 

該当なし。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




